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諮問書 

 

 

本市の外郭団体であるクリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社に係る中期目標の変更について、大

阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱第 12 条第３項の規定に基づき同法

人の所管所属長である大阪市建設局長から依頼があったので、同項の規定に基づき諮問します。 

 

記 

 
中期目標変更案  別紙のとおり。 



1

クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社が達成すべき事業経営に関する目標の変更について

令和６年度実績を踏まえて、「広域事業の売上高」及び「広域事業の受託件数」の目標値を変更する。

２ 変更内容

(１)広域事業の売上高の目標

１ 変更概要

【変更理由】

令和６年度実績では、各自治体においてウォーターPPP導入の動きが高まっており、目標値を上回る
受託件数を確保したこと、また、令和７年度以降も引き続き、需要が見込まれることから、目標値を変
更する。

＜現行＞ 令和８年度末に６億円

＜変更後＞令和８年度末に６．５億円

(２)広域事業の受託件数の目標

＜現行＞ 令和６年度以降、中期目標期間中に累計１２９件

＜変更後＞令和６年度以降、中期目標期間中に累計１４３件
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外郭団体が達成すべき事業経営に関する目標【中期目標】 

 

１ 外郭団体名 

   クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社 

 

２ 所管所属名 

   建設局 

 

３ 中期目標の期間 

   令和４年５月１日から令和９年３月 31日までの４年 11か月間 

 

４ 本市が行政目的又は施策の達成のために当該外郭団体に求める役割を果たすために当該外郭

団体が行うべき事業経営に関する事項 

 ⑴ 当該外郭団体の事業経営を通じて達成しようとする本市の行政目的又は施策の具体的な内

容 

   大阪市内一円下水道施設の包括維持管理業務の確実な履行だけでなく、「大阪府市下水道ビ

ジョン」に定めた府内市町村の事業運営支援※１を行うとともに、全国市町村に対してウォー

ターPPPをはじめとした広域的な業務（以下「広域事業」※２という。）の拡大に取り組み、下

水道事業の持続、発展に貢献すること。 

 

 （※１）市町村に対して行う包括管理業務や建設工事に関わる監督補助業務などの支援業務 

 （※２）市域外における業務 

 

 ⑵ 中期目標の期間終了時において⑴の行政目的又は施策によって実現しようとする状態 

   当該外郭団体が府内市町村のみならず全国市町村に対して、ウォーターPPP をはじめとし

た広域的な業務を拡大している状態 

 

 ⑶ ⑵の状態を客観的に示す指標及び当該指標による目標（可能な限り定量的なもの） 

＜令和５年度までの指標及び目標＞ 

指標－①：運営支援件数の増加（令和３年度までの累積 45件） 

 目標  ：中期目標期間中の累積 50件（令和８年度末において累積 95件へと拡大） 

 実績  ：令和５年度末時点で累計 43件 

 

＜令和６年度以降の指標及び目標＞ 

    指標－②：広域事業の売上高 

   目標  ：令和８年度末に６億円 6.5億円 

      

指標－③：広域事業の受託件数 

 目標  ：令和６年度以降、中期目標期間中に累積 129件 143件 

     

 

 ⑷ ⑵の状態にするために当該外郭団体が行うべき事業経営の具体的な内容 

   ・令和５年に国が示したウォーターPPP制度により、ウォーターPPP導入の機運が高まって

おり、令和９年度以降に自治体からの発注が集中することが予測されることから、広域

事業の売上高が、目標とする 10億円に確実に到達するよう、中期目標期間中は案件形成
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に注力し、府内市町村をはじめ全国市町村に対して広域事業の受注拡大に向けた営業活

動を行う 

・広域事業の業務拡大に向けた事業戦略を推進するための業務執行体制の確立（人材育成

の推進） 

  

 ⑸ ⑷の事業経営の⑵の状態(成果)への貢献度を示す指標の例（可能な限り定量的なもの） 

   ・広域事業の売上高 

・広域事業の受託件数 

・府内市町村をはじめとした事業運営支援に必要な下水道分野のより深い知識の取得とな

る下水道管路の維持管理に係る下水道管理技術認定の有資格者数、及び、下水処理場・

ポンプ場の維持管理に係る下水道技術検定の有資格者数の確保 

 

５ その他当該外郭団体の事業経営に関する事項で本市の行政目的又は施策の達成のために必要

と認めるもの。 

   特になし 

 

６ 制定日 

   令和４年４月 28日 

 

７ 改訂履歴 

   令和６年 10月 18日 

   令和７年７月 日 
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